
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
〇
三

山
梨
県
公
報

第
三
百
三
十
四
号

令
和
四
年

十
一
月
二
十
四
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
）	

六
〇
三

公

告

○
県
政
功
績
者	

六
〇
三

○
公
共
測
量
の
実
施	

六
〇
四

○
公
共
測
量
の
終
了	

六
〇
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

六
〇
五

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

六
〇
五

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員	

六
〇
七

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鹿
島
字
日
影
八
七
三
の
一
・
八
七
四
・
八
七
五
・
八

七
八
の
二
・
八
七
九
の
一
・
八
八
四
・
八
八
五
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
字
古
屋
敷
五
八
四
の
一
、
字
日
影
八
七
二
、
八
七
八
の
一
、
八
八
〇
の
一
、
八
八
二
の
二

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
日
影
八
七
五
・
八
七
八
の
二
・
八
七
九
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

3　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
富
士
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

南
巨
摩
郡
南
部
町
万
沢
字
外
山
八
五
六
八
、
八
六
一
一
、
八
六
一
二
、
八

六
一
三
の
内
一

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
外
山
八
五
六
八
・
八
六
一
一
・
八
六
一
二
・
八
六
一
三
の
内
一
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

3　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
南
部
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公　
　
　

告

◉　

県
政
功
績
者

山
梨
県
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
に
基
づ
く
令
和
四
年
度
県
政
功
績
者



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
〇
四

◉　

公
共
測
量
の
実
施

　

功
績
分
野

　

氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

　

住　
　
　

所

特
別
感
謝
状

A
LA
IN　

D
U
CA
SSE

東
京
都
千
代
田
区

地
方
自
治

小
林　

優

田
中　

久
雄

渡
邊　

子

秋
山　

俊
和

石
川　

壽

海
野　

利
比
古

小
浦　

宗
光

近
藤　

男

夏
八
木　

盛
男

福
與　

三
郎

中
込　

ま
さ
ゑ

新
藤　

満

千
野　

博

川
村　

吉
則

今
村　

力

関
部　

喜
彦

塚
本　

二
三
重

天
野　

竹
久

中
村　

哲
夫

南
都
留
郡
鳴
沢
村

中
央
市

北
杜
市

北
杜
市

南
ア
ル
プ
ス
市

笛
吹
市

甲
斐
市

南
巨
摩
郡
早
川
町

甲
州
市

南
巨
摩
郡
身
延
町

甲
斐
市

甲
府
市

韮
崎
市

南
都
留
郡
西
桂
町

中
巨
摩
郡
昭
和
町

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

甲
府
市

甲
府
市

甲
斐
市

産
業

北
原　

兵
庫

佐
久
間　

一
壽

武
田　

信
彦

桜
井　

彰
一

志
村　

和
也

古
屋　

匡
三

秋
山　

仙
一

大
竹　

敏
彦

大
村　

友
子

小
池　

一
夫

西
名　

武
洋

浅
野　

正
一

北
杜
市

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
府
市

北
杜
市

南
都
留
郡
鳴
沢
村

甲
州
市

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
州
市

甲
州
市

笛
吹
市

甲
府
市

甲
州
市

教
育
文
化

秋
山　

教
之

大
森　

き
よ
子

長
田　

美
紀
子

川
手　

佳
彦

向
山　

富
士
雄

望
月　

榮
二

甲
府
市

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

南
都
留
郡
山
中
湖
村

南
ア
ル
プ
ス
市

韮
崎
市

大
月
市

ス
ポ
ー
ツ

長
田　

眞

河
口　

喜
久
雄

甲
府
市

甲
府
市

社
会
福
祉

浅
野　

伸
二

望
月　

敏
子

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
府
市

保
健
衛
生

有
田　

明
美

今
井　

立
史

齊
藤　

信
善

坂
本　

司

坂
本　

哲
司

平
賀　

幸
弘

古
屋　

育
雄

中
央
市

甲
府
市

笛
吹
市

甲
府
市

甲
府
市

甲
府
市

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

環
境

雨
宮　

正

甲
府
市

国
際
協
力

雨
宮　

清

山
梨
市

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　

功
績
分
野

　

氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

　

住　
　
　

所

特
別
感
謝
状

A
LA
IN　

D
U
CA
SSE

東
京
都
千
代
田
区

地
方
自
治

小
林　

優

田
中　

久
雄

渡
邊　

子

秋
山　

俊
和

石
川　

壽

海
野　

利
比
古

小
浦　

宗
光

近
藤　

男

夏
八
木　

盛
男

福
與　

三
郎

中
込　

ま
さ
ゑ

新
藤　

満

千
野　

博

川
村　

吉
則

今
村　

力

関
部　

喜
彦

塚
本　

二
三
重

天
野　

竹
久

中
村　

哲
夫

南
都
留
郡
鳴
沢
村

中
央
市

北
杜
市

北
杜
市

南
ア
ル
プ
ス
市

笛
吹
市

甲
斐
市

南
巨
摩
郡
早
川
町

甲
州
市

南
巨
摩
郡
身
延
町

甲
斐
市

甲
府
市

韮
崎
市

南
都
留
郡
西
桂
町

中
巨
摩
郡
昭
和
町

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

甲
府
市

甲
府
市

甲
斐
市

産
業

北
原　

兵
庫

佐
久
間　

一
壽

武
田　

信
彦

桜
井　

彰
一

志
村　

和
也

古
屋　

匡
三

秋
山　

仙
一

大
竹　

敏
彦

大
村　

友
子

小
池　

一
夫

西
名　

武
洋

浅
野　

正
一

北
杜
市

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
府
市

北
杜
市

南
都
留
郡
鳴
沢
村

甲
州
市

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
州
市

甲
州
市

笛
吹
市

甲
府
市

甲
州
市

教
育
文
化

秋
山　

教
之

大
森　

き
よ
子

長
田　

美
紀
子

川
手　

佳
彦

向
山　

富
士
雄

望
月　

榮
二

甲
府
市

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

南
都
留
郡
山
中
湖
村

南
ア
ル
プ
ス
市

韮
崎
市

大
月
市

ス
ポ
ー
ツ

長
田　

眞

河
口　

喜
久
雄

甲
府
市

甲
府
市

社
会
福
祉

浅
野　

伸
二

望
月　

敏
子

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
府
市

保
健
衛
生

有
田　

明
美

今
井　

立
史

齊
藤　

信
善

坂
本　

司

坂
本　

哲
司

平
賀　

幸
弘

古
屋　

育
雄

中
央
市

甲
府
市

笛
吹
市

甲
府
市

甲
府
市

甲
府
市

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

環
境

雨
宮　

正

甲
府
市

国
際
協
力

雨
宮　

清

山
梨
市



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
〇
五

第
七
号
様
式
の
四
そ
の
一
備
考
4
⑵
中
「１

５

,８
０
０
円

」
を
「１

６

,１
０
０
円

」
に
改
め

る
。第

七
号
様
式
の
五
備
考
4
⑵
イ
中
「７

円
５
１
銭

」
を
「７

円
７
３
銭

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
4

⑵
ロ
中
「３
７
５

,５
０
０
円
＋
５
円
２
銭

」
を
「３

８
６

,５
０
０
円
＋
５
円
１
８
銭

」
に
改
め

る
。第

七
号
様
式
の
六
備
考
4
⑵
イ
中
「３

１
０

,５
０
０
円
＋
５
２
５
円
６
銭

」
を
「３

１
６

,２
５

０
円
＋
５
４
１
円
３
１
銭

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
4
⑵
ロ
中
「５

７
３

,０
３
０
円
＋
２
７
円
５
０

銭

」
を
「５

８
６

,９
０
５
円
＋
２
８
円
３
５
銭

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
そ
の
一
（
別
紙
二
の
一
）
中
「１

５

,８
０
０
円

」
を
「１

６

,１
０
０
円

」
に
改

め
、
同
様
式
そ
の
二
（
別
紙
）
備
考
2
⑴
中
「７

円
５
１
銭

」
を
「７

円
７
３
銭

」
に
改
め
、
同
様
式

そ
の
二
（
別
紙
）
備
考
2
⑵
中
「３

７
５

,５
０
０
円
＋
５
円
２
銭

」
を
「３

８
６

,５
０
０
円
＋
５

円
１
８
銭

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
（
別
紙
）
備
考
2
⑴
中
「３

１
０

,５
０
０
円
＋
５
２
５
円
６

銭

」
を
「３

１
６

,２
５
０
円
＋
５
４
１
円
３
１
銭

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
（
別
紙
）
備
考
2
⑵

中
「５

７
３

,０
３
０
円
＋
２
７
円
５
０
銭

」
を
「５

８
６

,９
０
５
円
＋
２
８
円
３
５
銭

」
に
改
め

る
。第

十
八
号
様
式
備
考
2
中
「し

た
木
板
又
は
金
属
板
に
よ
る

」
を
「す

る

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
川
三
郷
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量　

デ
ジ
タ
ル
数
値
撮
影
）

二　

測
量
の
地
域　

市
川
三
郷
町
全
域

三　

測
量
の
期
間　

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
道
路
管
理
）

二　

測
量
の
地
域　

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
吉
田
支
所
の
所
管
区
域
全
域

三　

測
量
の
期
間　

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
三
号
様
式
そ
の
一
（
候
補
者
・
推
薦
届
出
者
用
）
（
備
考
）
二
及
び
同
様
式
そ
の
二
（
候
補
者
届

出
政
党
用
）
（
備
考
）
二
中
「
木
板
又
は
金
属
板
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
（
備
考
）
2
中
「に

し
た
木
板
又
は
金
属
板
に
よ
り

」
を
「と

し
、

」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
〇
六

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

清
水
い
っ
せ
い
応
援
会

清

水

一

成

後

藤

沙

織

甲
府
市
青
沼
二

－
二
〇

－

五

令
和
四
年
十
一
月

一
日

令
和
四
年
十
一
月

一
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

参
政
党
山
梨
支
部

高

山

裕

司

山
下
葉
瑠
香

甲
府
市
宝
一

－

二
五

－

八

令
和
四
年
九
月
二

十
八
日

令
和
四
年
十
月
十

七
日

旧

渡

邊

知

彦

金

井

美

和

中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
一
一
二

－

一

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
区

支
部

古

郡

拓

也

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

旧

玉

木

武

彦

新

な
か
た
に
真
一
後
援
会
（
真
勇

会
）

古

郡

拓

也

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

旧

玉

木

武

彦

新

未
来
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

古

郡

拓

也

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

旧

玉

木

武

彦

新

小
俣
光
吉
後
援
会

富
士
吉
田
市
新
屋
一

－

六

－

七

令
和
三
年
十
一
月

八
日

令
和
四
年
十
月
二

十
四
日

旧

富
士
吉
田
市
新
屋
一
八
六

新

久
保
真
一
後
援
会　

真
友
会

久
保
る
り
子

令
和
三
年
十
二
月

二
十
日

令
和
四
年
十
月
三

十
一
日

旧

大

原

英

幸

新

幸
正
会

鷹

野

和

行

薬

袋

且

典

令
和
四
年
十
一
月

六
日

令
和
四
年
十
一
月

八
日

旧

臼
井
真
理
子

寺

本

正

文

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

久
保
真
一
後
援
会　

真
友
会

久
保
る
り
子

久
保
る
り
子

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
九
二
三

令
和
三
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
四
年
十
月
三

十
一
日

山
梨
県
藤
井
基
之
薬
剤
師
後
援
会

内

藤

貴

夫

植

松

俊

彦

甲
府
市
富
士
見
一

－

二

－

四

令
和
四
年
十
月
三

十
一
日

令
和
四
年
十
一
月

一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
〇
七

教
育
委
員
会

◉　

山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員

令
和
五
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員
を
次
の
と

お
り
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

手　
　

島　
　

俊　
　

樹

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

久
保
真
一
後
援
会　

真
友
会

久
保
る
り
子

久
保
る
り
子

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
九
二
三

令
和
三
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
四
年
十
月
三

十
一
日

山
梨
県
藤
井
基
之
薬
剤
師
後
援
会

内

藤

貴

夫

植

松

俊

彦

甲
府
市
富
士
見
一

－

二

－

四

令
和
四
年
十
月
三

十
一
日

令
和
四
年
十
一
月

一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
〇
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
〇
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
一
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
一
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
三
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

六
一
二


